
★対象とする場所「路上」　道路・公園・広場等、国や府、市が管理する屋外の公共の場所
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◎公共施設において、
　健康増進法第２５条に
　基づく、受動喫煙防止
　措置による、　灰皿設置
　付近は、除く。

　　　　　路上喫煙防止条例の対象となる場所

　※ 他に管理する権限を有する者がいる場所を除
く。
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